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○１番 我妻 昇議員 残り１分ですけれども、

これは指定されていないのだったら、もうち

ょっと工夫して、こんなに19万2,000円も講師

代で、しかも旅費と合わせると22万円ぐらい

になるのですよね。もう少し上手に使ってい

ただきたいなと。いろいろなこれにかかわり

たいと言っている方の中には、有名な講師を

安く呼ぶことができると言っている方もいま

すので、こんな22万円もかけないで、決まっ

ていないとすればかけないでいただきたいな

と思います。最後にそれだけ答弁いただいて、

終わります。 

○鈴木良雄議長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。 

  ワークショップのまず組織づくりが先でござ

いますので、その中でいろいろな講師につい

ても、アドバイザーについてもその中で検討

しまして、堀教授というふうに決まったわけ

ではございませんので、今後検討してまいり

たいと思います。 

○１番 我妻 昇議員 ありがとうございます。 

  以上です。 

 

 

  内谷重治議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 次に、順位12番、議席番号２番、

内谷重治議員。 

   （２番内谷重治議員登壇）（拍手） 

○２番 内谷重治議員 私、最後になりましたが、

今定例会、市政一般に関する質問は、５会派

の代表質問と二つの政党の政党質問、そして

５人の個人質問という、ここ数年来では最も

活発な議論が展開された一般質問であったと

言うことができると思います。財政再建４年

目、目黒市政２期目の、まさに正念場となる

平成16年度の目黒市長の施政方針に対し、各

議員から質問項目も非常に多岐にわたり、改

めて市政運営の厳しさ、難しさを感じさせら

れたところであります。 

  我が会派フォーラム21では、蒲生光男会長が

代表質問に立ち、長井市の自立計画策定とそ

の実践について、改革派自治体の事例を詳し

く紹介しながら、総論としての立場から長井

市行財政改革への多くの提言とその実践に対

し、市長初め当局の考え方をただしてまいり

ました。残りの４人のメンバーで各論として

の今後の財政展望や人事評価制度、子育て支

援環境整備、学校安全管理体制、また、ただ

いまの市民の目線からの広報宣伝や市報、議

会だより発行のアウトソーシング等々に提言

してきたところであります。 

  しんがり、５番手として私は、フォーラム２

１の提案している行財政改革の柱の一つであ

る、市役所業務の民間委託、アウトソーシン

グについて、行政パートナー、行政サポータ

ーなど、ＮＰＯ的団体。これは市民公益活動

団体と言うべきだと思いますが、この協力な

くして、市民にとって望ましい、そして行政

側から見た望ましいアウトソーシングはでき

ないとの判断から、その市民の行政参加の根

幹をなすと考えられますまちづくり基本条例

の制定について、現状での検討状況、基本方

針、考え方を伺うものであります。 

  また、いよいよ来年３月に迫った合併特例法

の期限内での市町村合併の現実的対応につい

て、再度市長の見解をお伺いするとともに、

財政再建５カ年計画後の長井市の将来ビジョ

ン、これを行政改革の断行による行政のスリ

ム化のみならず、長井は将来何で食っていく

のかと、こういった視点も加えた、まさに

「出るを制し、入るを図る」上杉鷹山公の改

革のように、長井市自立計画を策定する視点

が不可欠であると考えるものであります。 

  以上、事前に通告してありますこの２点につ
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いて、順次質問してまいりますが、まだ具体

的検討に入っていない項目が多いと思います

ので、市長、企画調整課長には、基本的な方

針、方向性だけでも答弁いただきたいという

ふうに思っております。 

  まず最初に、長井市第四次基本計画の柱とな

るまちづくり基本条例制定の検討についてお

伺いいたします。 

  去る昨年12月定例会で議決されました、長井

市第四次基本構想を受けまして、今般、第四

次基本計画が明らかにされましたが、その10

項目の最初の柱に、まちづくり基本条例を掲

げたことは、基本構想のスローガンである

「協働・創造・未来の鼓動“実感ながい”」

の冒頭の協働を強く意識したものであり、今

では一般的な言葉となりました「協働」とい

う言葉だけのものから、長井市従来からの市

民の行政参加施策を体系的に再検討するとい

う強い意思のあらわれと思っております。 

  私は、昨年９月定例会において、まちづくり

基本条例の必要性をただしたところでありま

すが、このまちづくり基本条例は、自治体の

まちづくりにおける憲法と言えるものであり

ますので、第四次基本計画に挙げたまちづく

り基本条例の目的と、その基本理念について、

まず市長並びに企画調整課長の考えをお伺い

するものであります。 

  次に、市民への啓発と市民の活動分野の明確

化についてお伺いいたします。 

  今年度も各地区で大字や町内、あるいは部落

単位での住民座談会が多数開催され、市長初

め市の幹部職員が出席されたと思いますが、

目黒市長も常々言っておられますように、住

民座談会では、なかなか市のまちづくり全般

についての建設的意見が少なく、大半は地区

の要望陳情になってしまう傾向、実態がある

というふうに思っております。 

  また、市の行政システムを円滑に進めるため、

長井市の場合はしっかりとした地区長制度が

あり手当はありますけれども、ボランティア

としてまさに献身的な活動で地域のまちづく

りを担っていただいております。 

  しかしながら、残念なことに、地区の代表と

いう立場に規定されてしまう傾向が強いと思

います。 

  さらに、市民各層や団体等の代表者、学識経

験者からなる市で委嘱しております各種審議

会があります。そして、各地区公民館単位で

の各種団体等の役員からなる自主的なまちづ

くり審議会的な組織などもあると思います。

このようなさまざまなまちづくりに関係する

多くの団体組織がありますが、このまちづく

り基本条例をどのような位置づけにし、市民

にどのように啓蒙していくのか、お伺いした

いと思います。 

  私は、必ずしも従来の組織団体とこのまちづ

くり基本条例を切り離して考える必要はない

と考えますし、市のまちづくりの意見集約の

仕方と行政にどう反映させるかを明文化すれ

ばいいのではないかとも思っております。し

かし、そこで問題になってくるのは、それぞ

れの役割分担、活動分野だと思っております。

これを市民にわかりやすく説明することが大

切だと思いますが、いかがでしょうか。 

  次に、市民との情報共有と市民参画の推進を

どう図るかについてお伺いいたします。 

  どうも先ほどから、非常に観念的な質問が続

きますが、まちづくり基本条例を策定するこ

とによって、従来の方法による情報公開とは

別に、いかに長井のまちづくりにボランティ

アとして参加したい人、もしくは、関心ある

人に対し、どう情報を共有し、心ある市民に

行政のまちづくりに参加、お手伝いしてもら

うことだというふうに考えています。この点

について、現段階での考えをお伺いしたいと

いうふうに思います。 



 

―１５７― 

＋

  次に、仮称長井市市民委員会の設立と、その

次の志木市行政パートナーの導入に学ぶべき、

この２項目について、関連がありますのであ

わせてお伺いいたします。 

  このことは、昨日、蒲生光男議員の会派代表

質問の際に、参考資料として配付されました

「市民がつくる市民の志木市の実現に向け

て」というフローチャートに詳しく紹介され

ています。 

  志木市における行政パートナー制度の確立は、

志木市市民との協働による行政運営推進条例

の中で、ＮＰＯ団体、いわゆる市民公益活動

団体、これは法人、任意問わずだと思います

けれども、とのパートナーシップ協定が締結

されることにより、行政の事務事業の抜本的

見直しによって民間委託できる、もしくは民

間委託してもいいという、単なる業者へのア

ウトソーシングではなくて、行政に参加した

いというボランティア的意思を持つ人たちに

よって組織された団体に、市の業務を担って

いただくというものであります。この業務委

託の協働の中核的支えとなるのが、市民委員

会の活動であるというふうに思っております。 

  まず、この志木市の市民委員会を手本に、公

募による委員会を組織してはいかがでしょう

か。お伺いしたいというふうに思います。 

  なお、この市民委員会は、志木市の場合、全

くの自主運営であり、会の規約、運営の基本

ルールなどの組織づくりは、委員全体で行っ

ているとのことであります。会議は、原則夜

間に行われ、職員も積極的に参加してくれる

ということです。これこそ、市民委員会は第

２の市役所との位置づけではないかというふ

うに思っております。 

  この項の最後、行政パートナーとしてのＮＰ

Ｏの支援、育成をという質問でありますけれ

ども、現在もこの長井市で四つのＮＰＯが法

人にあわせて組織されており、また、その組

織化を準備しているグループも、まだまだた

くさんあるというふうに聞いておりますが、

長井市も志木市、太田市を見習い、事務事業

の見直しを行って、アウトソーシングできる

部分については、市民公益活動団体と言うべ

きＮＰＯに委託すべきだというふうに思って

おります。そのためにも、まちづくり基本条

例の制定にいち早く取り組み、市民がつくる

市民の長井市の実現を目指すべきと考えます。

市長及び企画調整課長の見解をお伺いいたし

ますが、これは市長の判断でご答弁をいただ

ければというふうに思っております。 

  次に、質問項目２番目の市町村合併検討とと

もに、長井市自立計画の策定について質問し

てまいります。 

  さきの12月定例会において、私は目黒市長に

は米沢市・川西町との二市一町での合併法定

協議会の設立について、長井市議会の反対多

数により否決されたことから、みずから謹慎

中と言っておられます。しかし、合併特例法

の期限までのラストチャンスとなる公立置賜

病院組合の二市二町の合併を、ぜひ積極的に

進めていただきたいというふうに申し上げま

した。これに対し、市長は、自然体で、しか

し前向きに検討していくとの答弁をいただい

たところであります。 

  今般、新聞報道等により、関係市町の平成16

年度の予算案が明らかになりましたが、南

陽・川西・飯豊の財政状況と、行財政改革の

進捗などの一端をある程度うかがい知ること

ができたのではないかなというふうに思って

おります。 

  以前からこの二市二町の枠組みについては、

長井・飯豊の西置賜と、南陽・川西の東置賜

の温度差が取りざたされておりましたが、こ

こにきて、南陽市議会や南陽市民の合併に関

する関心の低さに、私自身あぜんとしており

ます。来年３月まで合併することが本当にで
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きるのだろうか。私は、彼らに直接触れてみ

て、改めて厳しいものを感じております。 

  また、合併した場合は、米沢市より約1,500

名多い置賜一の人口規模になりますが、その

財政状況や職員数など、新市の概要を同じ規

模の米沢市と比較しますと、その違いに恐怖

感すら覚えます。 

  その新市との比較を平成14年度決算ベースで

申し上げますと、人口は新市で９万7,000人、

米沢市で９万5,500人、職員数が新市で1,042

名、米沢市で774名、議員は81名、米沢市は28

名であります。 

  問題の財政でありますが、財政規模は二市二

町合わせて436億円、自主財源は87億円ですか

ら、約20％ということになります。一方、米

沢市は318億円で、自主財源は108億円、30％

ということでありますが。 

  人件費が新市の場合は94億円、自主財源の87

億円より人件費が多いと。自主財源では人件

費を賄えない市になってしまうということで

す。それから、米沢市の場合は61億円という

ことであります。借金残高については、544億

円に対して389億円ということでありますけれ

ども、このように非常に厳しい数字がありま

す。もし合併したとしても、合併特例債で建

設、ハード事業を行うことは実質困難であり

ますし、実施すべき状況でないというふうに

私は思っております。 

  これらの議論につきましては、きちんとした

資料に基づき、市議会の合併特別委員会で議

論されると思いますので、これ以上申し上げ

ませんが、平成16年度の予算状況を見るだけ

でも、自前の財源で、地方税で、自前の職員

の給料を払えないと。さらに抜本的な行財政

改革を進めていない。こういった市町と合併

する場合は、本当に市民への説明責任をしっ

かりと果たさなければならないというふうに

私は思います。 

  一方で、確かにメリットもたくさんあります。

長井にとって平成３年まで合併していくのは、

果たしてよい選択なのか、大いに市民も巻き

込んで議論しなればならないというふうに思

います。このような状況の中で、総務省は２

月下旬、市町村合併特例法の期限となる2005

年３月以降、平成17年３月でありますけれど

も、2009年度まで、これは平成22年３月まで

ということですが、合併する場合は地方交付

税を優遇する措置を継続することを決めたと

報道されました。このことは既にご承知のこ

とと思いますが、若干申し上げますと、新法

案では、合併が早いほど優遇措置が長く続く

ように、2006年度末まで合併する場合は10年

間、2008年度末では８年間、2009年度末では

６年間、旧市町村が存続した場合に算定され

る額の合算額を下らない額を地方交付税とし

て交付すると明記しております。その後の５

年の段階措置は現行のままというような報道

がされております。 

  ここで市長にお伺いいたします。市長は、南

陽の市議選や川西、飯豊の町長選もあります

ので、この二市二町での事務レベルでの合併

検討を先行させ、川西の町長選を一つの目安

として、最初から法定協議会の設立する方向

がいいのではないかと考えておられるようで

すが、しかし、これらの情報と時期を見て市

民に明らかにすべく、市民説明会的なものが

必要ではないかと私は思います。 

  私は、新しい市町村合併推進法を受けて、合

併の検討については段階的に現実的対応をす

べきと考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、最後になりますが、市民の合意形成に

よる長井市自立計画の策定についてお伺いい

たします。 

  昨日の蒲生光男議員の代表質問や、先ほどの

大道寺議員の質問でも提言されましたが、今

こそ長井市の将来を見据えた財政再建５カ年
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計画後の長井市の自立計画を検討する段階に

入ってきたと思います。 

  私からは行財政改革からの自立化計画とは別

の視点から意見を述べたいというふうに思い

ます。地方交付税や補助金などがどんどん削

減されていく中で、国は進まない三位一体改

革、税源委譲になっているというふうに思っ

ております。地方自治体としては、国に対し

要望として、この三位一体の改革を推進を国

に求めていくのは当然としますが、一方で長

井市は、いわゆる何でこれから長井の人々は

食っていくのかと。雇用を何に求めるのか、

真剣に模索していかなければならないと思っ

ております。 

  私は、平成14年12月定例会において、日本版

サンシティ、いわゆる高齢者向けの医療福祉

都市を構造改善特区の申請・検討も含め、全

国の自治体としていち早く、このビジョンを

打ち出すべきではないかと提案いたしました。

いわゆる団塊の世代が定年を迎える2005年ご

ろ、いわゆる平成17年前後でありますけれど

も、このころを立ち上がりとして、大都市に

済むいわゆるサラリーマンが定年退職を迎え

る、その人たちを対象とした福祉・介護・医

療に特化した、そしてなおかつ、自然環境の

よい、住みよい住環境を整えれば、その人た

ちをこの長井に誘致することができるのでは

ないかと。今、大都市から工場を誘致するこ

とは、ほとんど不可能と言っていいと思いま

す。工場ではなく人を誘致するという考え方

であります。これらの人々の定住を促すこと

によって、いろいろな雇用が生まれる可能性

があります。住宅産業はもとより、さまざま

なサービス産業、そして福祉医療産業などな

どが考えられると思います。そして、経済活

性化によって雇用が生まれ、結果として市の

税収アップ、自主財源が増加するのだという

ふうに考えます。市長は、産業振興面での自

立計画をどのように考えるのか、今後のビジ

ョンとしてお伺いしておきたいというふうに

思います。 

  また、事務事業の思い切った見直し等による

行財政改革の面での自立化計画と雇用を生み

出すような産業振興の面での自立化計画での、

いわゆる市民合意をどのように図っていくの

か。市長、企画調整課長にその考えを、見解

をお伺いいたしまして、壇上からの質問を終

わります。 

  ご清聴、まことにありがとうございました。

（拍手） 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 内谷議員のご質問にお答えをし

ます。 

  まずまちづくり基本条例ですね。これは前に

もお話ししたと思いますが、これはやはりど

ういう方法つくるのもあれですね。まず、振

興審議会というのは、各団体の皆さんとかい

ろいろやりましたから、では公募でいくかと

か、あるいはその地域はどういうふうにご相

談するのかとか、議員の皆さんとどういうふ

うにやるのかとか、それから職員の皆さんと

もこれはやらなければいけないし、やはりひ

な形をある程度提示しなければ、これもまた

先へ進まない話でありましょうし、そういう

ふうにまず、どういう方法で、ひな形は何に

するかというところを検討していかなければ

いけないと思うのですね。これは、今、企画

調整課長からなのですが、今やっている大和

市なんかでは、昨年の10月、従来のような団

体の推薦枠を設けなくて、市民を公募したも

の、公募が32名。これはメンバーは18歳から

84歳まで、大学生や社会人及び主婦なんかも

組んでいると。それから市職員も公募の中に

５人入ったと。議会の皆さんは、これとはま

た別にやると。なおかつ、今度は各地区でも

少し回らなければいけないとかですね。しか
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し、こういう都会の近くは、それなりにこう

いうことについては関心がおありになって、

相当盛況のようでありますけれども、非常に、

各市民のご意見を聞きながら、その手順等に

ついても、早急にぱっとというわけにはいか

ない。それはもちろん基本条例ですからとい

うようなものだろうと私は思いますし、ぜひ

お知恵を貸していただきたいと。 

  それから、今までのニセコがつくって、ニセ

コ、生野町かな、北海道はつくりましたね。

杉並、新潟県の芳川町、そういったところの

あれも見ながら、ひな形でどういうのをする

かということもこれから検討しなければいけ

ないなと。これは16年度の、ひとつ検討しな

がら、そこでどういうふうにするかというこ

とをぜひお知恵をお貸しいただきたいという

ふうに思います。市の職員だったこともおあ

りなわけだし、教育マンであったこともおあ

りなわけですから、ぜひ、いろいろな分野で

議員としても勉強されておられると思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  やはりそれは、市民の皆さんの参画をいかに、

そして基本法ですから、その役割分担とか何

とかということについて、特に協働について、

ある程度書き込まなければいけないと思いま

すし、あれもした、これもしたというとにな

らない、かなり多種多様な方法になると思い

ますから、大きな作業だと。ある意味では大

事業だなというふうに、今思っているところ

であります。 

  次に、行政パートナーとは、行政サポーター

ですね。やはりそれはＮＰＯが、大道寺議員

も言われましたけれども、いきなりなかなか

大変だよと。四つまできて、また二つといっ

たって、さっきのように手順はしっかりしな

いと、やるといっても慎重になんていうこと

も出てくるし、やはりいろいろありますから、

サポータとかそれについても、これも市民委

員会ですね、公募をしてみてということにつ

いて、これは研究してみたいと思いますね。 

  ただし、妙なもので、例えば役所の皆さんで、

役所の仕事に定年になられたから、あと今度

は窓口なんかで少し半分ぐらいになるけれど

も、そういうＮＰＯをつくってみないかとあ

る人に言ったら、同じことはもうやりたくな

いよと。地区長ぐらいならば、これは地区に

どうしてもなれと言われればそうなるからと

か、意外に具体的に大変なのですよ。大変だ

と私は思います。しかし、そういう人が入っ

ている方が、はるかに窓口なんていうのは、

やはり経験者がいればいいわけでしょうし、

全く市民の方からやるとなれば、先進事例も

あれしながら、その問題ごとに委員会という

のをつくっていかなければならないでしょう

し、志木市だって13年の７月から、彼はもう

市会議員も県会議員もやって、議長までやっ

て、病院も福祉設備もやって、志木の市長な

んていうのは、もう実業家であり、政治家で

あり、自民党の県連の幹事長もやっていると。

プロで、市長になったらこれぐらいやりたい

ということを、全部頭の中に入れた人ですか

らね。それでも、もう２年ちょっとかかって

いると。なかなか大変なものだと、正直言え

ば。一杯飲みますとそう言いますし、私もや

はり、とてもとても私一人というわけにはい

きませんから、皆さんのご支援を、ご協力を

いただきながら、アイデアもいただきながら。

それからもう一つ、棚卸しをちゃんとして、

さっきのように、どこが法律上できるのか、

できないのか。これも志木市の例とかあると

思います。そういうのを整理しながら、市民

委員会なら市民委員会をつくり上げたら、そ

こで自主的に議論してもらって、そのグルー

プ、グループで一つ受けていただくと。施設

を受けていただくのか、窓口をあれするのか、

総合案内をするのか。総合案内も志木市であ
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れでしたね、行政パートナーでしたね。普通

は女子職員でありますけれども。そういうの

がこれから勉強してみなければならないこと

なのではないかなというふうに思っていると

ころであります。 

  長くならないように、次に、合併ね。それは

合併特別委員会でおやりなった方がいいと思

いますが、今の数字は事実でしょう。事実で

しょうけれども、それは米沢市は一遍赤字再

建団体になったし、その後、高橋さんはやは

り健全な運営をしてこられたし、いいの決ま

っていますよ。僕から言わせれば、なぜだか

ら米沢とやらないのですかと、こうなってし

まうのですよ。なぜあのとき反対なさったの

ですかと、こう言いたいぐらいです。しかし、

蒸し返して悪いけれども、やはりそういう面

で南陽に入りましょうよと。それから、私は

やはり、一たん約束したことは、これは守っ

ていかなければいけないと思うのですよ。そ

れは二市二町で、はっきり言って長井はのけ

ものにされかかったのですよ。それは全部の

会議で手塚敏行委員長が言っていましたよ。

11月９日に三つで集まったと。そして、もう

三つでスタートしようかと言ったら、南陽市

長が長井を抜いてはだめだから長井も入れよ

うよと、南陽市長から入れてもらったみたい

なものですよ、これ。こうは言っても、南陽

もなかなか大変なんだ、これ、事実ね。とい

うことで、そういうこれまでも経過もあって、

審議をちゃんと守っていかなくてはいけない、

まずね。中身の議論だったら、中身の議論を

して、そしてある程度法定協議会ということ

になったら、これは月一遍ぐらいは全戸配布

になるわけだから、最終的には私も決断をし

ますよ、苦渋の。どうするか、責任を持って、

それは。そのかわり議会の皆さんも、一人一

人、最終的にはそれは議会の皆さんが議決を

していただかなければ話にならないわけです

から、この前のあんなものは全くの序章で、

入るか入らないかの話だったんですからね。

今度は本当にやるかやらないかという決断は、

議会の皆さんでしていただかなければいけな

いわけだし、やはりそのままの中に、中身は

ちゃんと情報を開示しながら、我々も勉強し

ていかなければいけないと。 

  ご指摘のように、今度、新法が出ますよね。

それは新法は、確かに17年の３月まで二市二

町なら、各町が議決したら１年以内に合併す

れば、今までのメリットは特例債も、国、県

の支援も交付税も、これは全部認めるという

ことですね。しかし、17年の３月までに各町

の議会がだめになったら、今度は国、県の支

援も余り期待できません、はっきり言って。

2,000近くになると思いますから、3,000。そ

っちの方にいきますよ。交付税だって、そっ

ちの方に行くわけですから、これは大幅に削

減するということもあり得るわけです。これ

だと、どんどんおくれればおくれるほど、も

う初めから10年ですから、おくれればおくれ

るほどその分が少なくなっていってと、こう

いうことになりますね。特例債を使えなくな

る。それから、今度はやはりある意味で県知

事に相当の調整委員を選ぶとか、ある程度勧

告していくとかというようなところもあれす

るわけですね。 

  という意味で、かなりやはりきつくなってく

るというふうに思いますよ。そういった意味

で、そういった全体の状況を見ながら、17年

までにちゃんとできるのかどうかということ

が非常に大変でありまして、私も、それは前

のときはぎりぎりだと言いながら、今度は南

陽市長は10カ月あればできるだろうと、こう

言うから、それはできないだろうと私は言わ

ないけれども、やはり相当大変だよと、これ

は。大変だよというので、そこまで議決する

ように事務方も努力をさせたいと思いますし、
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皆さんからも、それは合併特別委員会等も中

心に考えながら議論をしていただきたい。そ

して、情報はどんどん公開していきたいと。 

  新法については、もっともっとかなりいろい

ろなところもあるわけですから、まだこれが

推進しろと言われた知事からも反発があった

り、実際、自主から半強制になりますね、こ

れは。そういうところがどうなのか。議員の

皆さんもどういうふうになっていくのか。議

会なんかも、今度は定例じゃなくて随時なん

ていうことになりかねないというあれもあり

ますし、議会の皆さんもこれから大いに勉強

をしていきたいと思っているところでありま

す。 

  以上、あと、関連は企画調整課長から申し上

げます。 

○鈴木良雄議長 ここでお諮りいたします。 

  間もなく定刻の５時であります。会議終了ま

で時間を延長したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 ご異議なしと認めます。 

  それでは、そのように決定いたしました。 

  中井 晃企画調整課長。 

○中井 晃企画調整課長 内谷議員の質問にお答

えいたします。 

  まず初めに、まちづくり基本条例でございま

すけれども、基本的な考え方につきましては、

先ほど市長の答弁であったとおりでございま

す。 

  なお、全国のまちづくり基本条例を見てみま

すと、大体昨年度までの取りまとめの資料で

ございますけれども、14件ほどの条例が制定

されているようでございます。その多くが平

成14年から15年にかけてつくられておりまし

て、一番古いところは平成９年にもう既に制

定しているというところもありますけれども、

ほとんどの自治体がここ二、三年でつくられ

ております。 

  内容的に見てみますと、多少その市町ごとに

よりまして特色はございますけれども、まち

づくりの基本原則を示す、あと、情報の共有

化を図るということでありますとか、あと、

市民と行政側の役割をどうするかというのを

明確にすると。あと、そのほか、住民投票条

例といったものをどういうふうな扱いにする

かといった、大体共通する部分もあるようで

ございますので、それらを基本といたしまし

て、長井の特色をどうつくり出していくかと

いうのが、これからの課題になるかなという

ふうに考えております。まだ対外的に出せる

ような状況ではございませんので、当面は庁

内での検討なりをさせていただきたいという

ふうに考えております。 

  あと、団体との関係でございますけれども、

このような形でまちづくり基本条例を今後ど

のようにつくっていくかというのを検討する

段階でございますので、いろいろな市民団体

とのかかわりというのも、これから検討なり、

整理をしていかなければならないという状況

でございます。 

  あと、合併についてでございますが、以前の

協議の中で、内谷議員からは米沢を含めた合

併よりも、やはり歴史的につながりのある西

置賜の合併の方がいいのではないかというふ

うなご提言もいただきました。財政的な状況

を考えますと、今回の病院組合での二市二町

の構成よりも、西置賜の方がもっと財政的に

は厳しいといった状況があったのかと思いま

す。そういう意味では、財政的な厳しさを乗

り越えても合併の必要があるというのが、内

谷議員のご指摘ではなかったのかなと思いま

すので、今回の二市二町の合併につきまして

も、各二市二町の状況を洗い出ししまして、

合併後の状況で、どこまでどういった体制が

できるかいうのを事務的に検討させていただ
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きたいというふうに考えております。そのよ

うな考え方をしておりますので、現在のとこ

ろは自立計画というのを具体的に検討すると

いうふうな作業は、まだ行っておりません。 

○鈴木良雄議長 ２番、内谷重治議員。 

○２番 内谷重治議員 今、答弁いただいたわけ

ですけれども、基本条例につきましては、非

常に簡単につくれるものではないなというふ

うに私も感じておりますし、むしろ一般質問

で取り上げることによって、少しでも進めば

いいなという視点から質問させてもらったわ

けでありますけれども、ただ、行財政改革を

進めていく上では、やはり今のアウトソーシ

ングでは、やがて行き詰まってくるのではな

いかなと。市長と一緒に志木市の穂坂市長の

お話をお伺いしたわけですけれども、穂坂市

長も言っておられましたが、やはり業者にア

ウトソーシングでやれば、１年目とか２年目

はいいけど、結局は金額が上がってくるのだ

と。しかも、これからの行政というのは、特

に意識を持って業務を担っていただくことが

大切だと。そんな意味から、個人ではなくて

ＮＰＯとしての、これは任意でもいいですか

ら、そういうボランティア的な考え方で協力

いただかないと、これからだめだと思うとい

うふうに言っておられました。その辺は市長

ももちろんわかっていらっしゃると思います

けれども、そのためには、とにかく志木市は

確かに穂坂市長のこういういろいろな考え方

があるのでしょうけれども、市長に就任して

３カ月ぐらいでぱたぱたぱたとやっているの

ですね。三、四カ月ぐらいで。ですから、そ

れなりの準備はあったと思います。ただ、長

井市も16年度から基本計画実施年度になるわ

けですから、これは一刻の猶予もならないと。

ですから、大変でしょうけれども、ぜひどん

どん進めていただきたいなと。その意味では、

また、ちょっと１回休んで、９月議会ぐらい

にはまた質問させていただきたいなというふ

うに思っております。できれば、この志木市

で言う市民委員会ですか。これは市政運営基

本条例、その前には志木市の場合は、志木市

推進本部というものを、市民がつくる推進本

部というものをつくって、そして基本条例を

つくって、市民委員会を立ち上げていると、

こういう順番になっているわけですね。です

から、当面、市民がつくる市民の志木市推進

本部というような長井版を、ぜひつくってみ

たらいかがかなと。とにかく何か組織をつく

らないと、動かないのではないかなと。１担

当者が抱えていては事業は進展しないと思い

ますので、ぜひ来年度以降、取り組みよろし

くお願いしたいというふうに思います。 

  これについて、ちょっと市長のお考えをお聞

きしたいと思います。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それはやはり市民委員会に何段

階かやられたようですが、それは全部まねす

る必要があるのかどうかも含めて、いきなり

この市民による民営化推進委員会とか何とか

というのを公募として立ち上げるとか、いろ

いろな方法がありますね。それから、庁内に

も検討本部、推進本部、行革本部と同じよう

にね。そういうふうにやるのか、やはりこれ

も私の頭の中には、なるべくそれは先進の方

がいらっしゃるのだから、そのいいところを

とって、スピードを上げたいわけですよね、

はっきり言ってそれは。同じように３段階繰

り返さなければいけないなんていうより、い

きなりぽんといけるところはいけるという方

がいいのかもしれませんし、それは大いに議

論しながら、今年度中にはやらなければいけ

ないなと。18年３月までに一応今の行政改革、

財政再建をある程度めどをつけたら、次にス

ムーズにすっといけるように、これとこれと

これをやるという方向で、それはやはり今年
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度中あたりだろうと思いますので、ぜひ議員

の皆さんの知恵も貸してください。 

○鈴木良雄議長 ２番、内谷重治議員。 

○２番 内谷重治議員 ぜひ私も企画調整課の方

に足を運んで、勉強を一緒にさせていただき

たいというふうに思います。 

  もう１点ほどお伺いします。５時も過ぎまし

たけれども。先ほど、市町村合併の問題をお

話ししました。私は、確かに数字を挙げて改

めて検討すると、おじけづいたというのはあ

りますね。ただ、それよりも一番問題なのは、

他市町の批判は避けなければいけないわけで

ありますけれども、余り予算の案を、これは

新聞等の報道ですから実際のところはわから

ないわけですけれども、見てまいりますと、

行財政改革を進めようという意識が余りない

んじゃないかなと。何かむしろ合併前だから、

どんどん投資的な事業もやった方がいいんじ

ゃないかなというような市町も見受けられる

と。長井は一方でこういうふうに一生懸命努

力しているわけでありますから、そういう意

味から言えば、やがて法定協議会という形に

必ずなると思います。これはそのための合意

で準備してきているわけですから、その段階

で我々やはり議会、議員一人一人が判断しろ

と。これは判断しなければいけませんけれど

も、その前には私のように疑問を感じている

議員もいると思います。ですから、合併する

のもいいんですよ。合併しないのもいいんで

すよ。だけども、やはりきちんと市民のとい

いますか、自分の場合、我々議員の場合は、

よく言う支持者ですよね。自分の支持者にお

伺いを立てなければいけないと。これだけの

ことを自分の独断で決められないだろうとい

うものが一つあります。あと、自分の支持者

とかどうのこうの前に、やはり市民に明らか

にしなければいけないと。これでもいいので

すかと。合併のデメリットはこういうことが

ありますよと。行財政改革も、長井はこうい

うふうに頑張ってきたけれど、ほかのところ

は残念ながらどうだかわかりませんと。でも、

合併のメリットもいろいろありますよと。こ

れを明らかにして、どうしましょうかと。で

きれば、住民投票という考えもあるでしょう。

ただ、私は、そこまでしなくても、少なくと

も９月の米沢・川西との合併の法定協議会、

これの議決のような轍は踏みたくないなと。

やはり議会内でもずっとしこりが残っていま

すし、やはり私自身もまだまだ市長とは、か

なりしこりがあります。でも、これはやはり

長井市として重要な岐路に立つわけですから、

市民の方に十分理解いただくような説明責任

を果たすべきじゃないかなというふうに、私

は思います。ですから、市側だけでしろとは

言いません。多分、議会の中でも、ではやは

りそれぞれ議員も議会も一体となって、市民

に説明責任を果たすべきだという議論になる

はずですから、その部分、市長の方からどう

いうふうに考えておられるか、意見をお伺い

したいと思います。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 私は、合併について、もし米沢

が私の予想をするとおりであったならば、だ

けども、やはり違っていたしね。全市民にあ

れ、なるということであるから、それはもう

前のとおりもいかなかったなという気もある

から、それはそこでこだわろうなんて思って

いません、私は。でも、やはり米沢を含んだ

置賜一円が一番いいという、これは変わりあ

りませんし、合併をするなら米沢を中心に、

第一番目と五、六番の経済圏を持っている長

井が合併すれば、あとは観光圏とか何とかと

いうことがあって、置賜はほぼ一緒になれた

のではないかなという予測があったから、少

し私も頑張ったわけでありまして、今の状況

で言えば、一番の問題は情報を共有すること
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です。公開することですよ。支持者と言わな

いで、市民の皆さんということですよね。私

は全部、市民の皆さんが支持者になれるよう

な人だし、支持していただいていると思って

いますから、その情報を公開した上で、なお

かつ、みずからの責任で決断をするという機

会が必ずくると。それを逃げてはいけないと。

それを住民投票だとかアンケートだとかいう

ふうに逃げるのは、それは議員の皆さんも、

あるいは我々も、それは違うぞというふうに

思っているだけでありまして、情報の市民の

皆さんに共有していただきながら、公開しな

がら、ご相談して進みたいと思います。 

○鈴木良雄議長 ２番、内谷重治議員。 

○２番 内谷重治議員 市長の考えに、私、丸っ

きり賛成です、同じです考え方は。米沢市の

合併も、私は必ずしも反対ではなかったんで

す。ただ、ちょっと待ってください。あと、

先ほど企画調整課長もおっしゃっていました

けれども、西置賜も大切だよと。私、それ言

いました、確かに。でも、白鷹と小国は合併

しないわけですよ、当面。ですから、それは

言っていないのです。米沢の方も、合併する

んだとしたら、合併するなりの考え方ってあ

りますよね。ですから、それは９月にまだ早

いのではないかと。ですから、私は市長選が

終わったあとにやるべきだというふうに申し

上げました。ですから、そのようにいろいろ、

今おかしいとかってやじがありましたけれど

も、全然私はおかしくないです。一貫してい

ます。やはり、自分で意思は持っています。

でも、やはり決断は市民の皆さんの意見をお

伺いしてというふうに考えていますから、そ

れをしないで、お前一人で、個人の考えでこ

れだけの重大なことは決められないと。あと、

相手があることですから、相手が嫌だと言っ

たら、その枠組みはなくなるわけですから、

それはぜひ誤解のないように、企画調整課長

にもお願いしたいというふうに思います。 

  あと、すみません、時間もないのですが、あ

と１点だけ。最後の質問ですけれども、私は、

本当に市民に合併のことを情報公開しながら、

意見をお伺いしたように、やはり長井市とし

ては合併しなかったらこうしたいのだと。こ

うしなければいけないと思っているという部

分も、やはり出すべきだと思うのですよ。だ

て、よく、例えばこの間の豊田地区の地区を

語る会、あるいはその後、２月に豊田地区の

連合会の地区長会がありましたけれども、そ

の中でいろいろ質問が出るのが、合併のこと

はもちろん出たのですが、仕事がなくて困っ

たと。雇用対策はどうしているんだ、長井市

と。それで、緊急雇用対策を話をしても、相

手が求めるものはそういうことではないので

すよね。こういう６カ月の緊急雇用対策をや

っていますよと。行政のある部分を担っても

らう、商工会議所とか、あるいはそういう部

分でいろいろなことをやっていますよと。そ

ういうことではないのです。抜本的な問題な

のですね。ですから、それを今まではこれは

国の政策が悪いどうのこうのと逃げられまし

たよね。で、これからは長井は自立しなけれ

ばいけないわけですよ。ましてや交付金とか

補助金がどんどん削減になると。だったら、

その穴埋めをどういうふうにやるんだととい

う政策を、きちっと出すべきだと。それは何

もハードをやれとか、いろいろな事業を金か

けてやれということを言っているわけではな

いのです。市としての方針を出すことによっ

て、民間の活力を呼び寄せることは可能だと

思います。 

  ですから、自立計画の中で、やはりそういっ

た部分も大切だと私は思うのですよ。その辺

のことについて、全く答弁がございませんで

したので、それをお伺いして質問を終わりた

いというふうに思います。 
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○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 失礼しました。 

  それは、きのう大沼議員にもお話ししました

ように、私は日本と長井市は同じだと思って

いますが、ものづくりで稼いで、できれば食

料で、国で言えば、世界に貢献すると。人口

増と食料危機に。ですから、ものづくりで生

きていくためにどうするかという産業政策は、

これはまず雇用ですね。それから、金融のき

め細かな支援、国よりも不良債権でしょう。

それから、規制緩和、これはやはり経済特区

も通じるかもしれない。それから社会基盤整

備、これは大きな意味でのダムとか橋とか、

こういう国。県を巻き込んだプロジェクト、

これをしっかりする。それから、科学技術の

振興、こういうのが当面の対策であって、根

本は人づくりだと思いますよ。やはり教育を

大事にしていく。それが長井の生きる道だと。

そして、方法としてはものづくり。一番ベー

スに人づくりがあると、私はそう思ってまい

りましたし、そう発信をしてきたつもりであ

ります。そのために雇用対策として、まず地

方自治体ができるのは、やはり民間でできる

ことは民間の人にしてもらうと。これが一番

の雇用対策ですよ。国、県の緊急雇用で３人、

５人というのは、それはやはり緊急でありま

すからね。根本はそうだと。だから長井は53

人減らしたけれども、決して経済水準は相対

的なものですが、９、８、７と上がっている

と、長井は。これは基本的には時期に合うも

のだと、私は。だから、やはりそれを目指す

ということは、スリムな行政で民間にしても

らえるようなこれからどうするかということ

で、私は長井が生きていくんだと。日本もそ

うするんだと。日本の国もそうするんだとい

うところが、私の根本のあれであります。 

  なお、特色として、サンシティとか福祉とか

いうこともあると思いますが、それはそれで

色合いをつけながらですが、私は根本はもの

づくりで、したがって、マークさんのあれは

三十数年優秀な部品を、中枢部品をつくれば、

何とか世界で生きられるんだって、これは実

証していると、自信満々におっしゃるわけで

しょう。それは事実そうだかもしれませんよ。

あるいはちゃんとシステムがあれば、共同薬

品さんのようにちゃんと地域に安定した医療

事業をやっていらっしゃると。これからやは

り、マイクロソリューションだって、これか

らいろいろと加賀電子グループですから、頑

張ってくれると思います。もともとのマルコ

ンさんも頑張っていただいているわけですし、

やはりそういったものづくりで長井は雇用を

生み出していくと。これは農業も物づくりで

すからね。という意味で、私はものづくりだ

と。それに長井がどうできるか、そして雇用

対策としては、スリムな行政、これが何度か

繰り返させていただいたものだと思っていま

す。 

○鈴木良雄議長 以上をもって、一般質問は全部

終了いたしました。 

 

 

    散     会 

 

 

○鈴木良雄議長 本日は、これをもって散会いた

します。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

 

     午後 ５時１７分 散会 


